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令 和 ４年 １０月 １８日 

一般社団法人 

島根邑智建設業協会 会長   様

                             島根県県央県土整備事務所長 

（ 公 印 省 略 ）            

令和４年度「公共工事施工等に関する要望事項」について（回答） 

令和４年１０月３日付け島邑建協発第５３号で要望のあったこのことについては、別紙のとおりで

す。 

【担当】 企画調整スタッフ 成相 

TEL：0855(72)9619  

FAX：0855(72)9644  



①

②

令和４年度「公共工事施工等に関する要望事項」

一般社団法人島根邑智建設業協会からの要望（質問・要望） 県央県土整備事務所の回答

　このことについては、別途県庁が回答します。

用地境界杭について

急傾斜な斜面上部等にコンクリート製の用地境界杭を設置する場
合には、杭の重量が33㎏と重いため設置に苦慮しております。
このため、急傾斜な斜面上の用地境界柱について、軽量化した別
の製品への変更を要望します。
また、斜面上部に設置する場合には、用地境界杭を足元の悪い斜
面を背負って設置位置まで運搬し、埋設孔を人力で掘って設置し
ております。
設置単価について、現在は設置場所の条件にかかわらず同じ単価
となっておりますが、傾斜割増しを要望します。

工事関係書類の簡素化について

施工体制台帳の提出にあたり、台帳に記載した健康保険・厚生年
金・雇用保険等の加入が確認できる書類の写しの「提出」を求め
られますが、「提出」とすべき添付書類の該当となっていませ
ん。また、労災保険の加入証の写しも求められます。
毎年の経営事項審査で確認されている事項については「添付を求
めない」など、今一度ご検討頂き種類の削減を要望します。

　施工体制台帳の提出において、下請けを行う場合には、下請業
者の健康保険・厚生年金・雇用保険の加入等が確認できる書類の
写しを添付していただいておりますが、元請業者に係るこれらの
確認書類の添付は求めておりません。
　法定外の労災保険は、公共工事等に従事する者の業務上の負傷
等に対する補償に必要な金額を担保するための保険で、公共工事
では加入が義務化となっており、工事の予定価格に反映（現場管
理費に率計上）しております。このため、工事毎に保険加入の確
認のために元請業者に確認書類の提出を求めており、契約書でも
保険証書またはそれに代わるものの提示を求めております。
　なお、経営事項審査で提出いただいている労災保険等の加入証
の写しについては、審査における加点のためのものです。
　県央県土整備事務所におきましては、引き続き、職員に対して
受注者に過度な書類の提出を求めないよう指導して参ります。
（施工体制台帳等提出時チェックリスト（受注者用）参照）
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③

第２四半期の後半（9月頃）に発注される工事の予算の中に前年
度繰越予算が含まれていて、年度内完成が必須の工事が多々あり
ます。
工事の内容においては年度内の完成には困難な場合もありますの
で、第一四半期の発注（又は繰越可能）に努めていただくよう要
望します。

　繰越予算による工事発注にあたっては、年度当初での発注に努
めているところですが、用地買収や出水期対応などにより、第２
四半期以降の発注を行う場合の工期設定にあたっては、適切な工
事日数を確保することとしています。

令和３年度「公共工事施工等に関する要望事項」

工事発注の平準化について

県央県土整備事務所の回答一般社団法人島根邑智建設業協会からの要望（質問・要望）
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